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山形県農山漁村地域持続的発展活動支援事業実施要領 

 

第１ 目的 

この要領は、農山漁村の多様で豊富な農林水産物や地域資源を活かし、農林漁

業者等の新たなチャレンジにより地域の持続的発展を支える付加価値創出の取組

みを促進するため、山形県農山漁村地域持続的発展活動支援事業（以下「本事業」

という。）の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

第２ 事業実施主体 

本事業の実施主体（以下「事業実施主体」という。）は、別表の第１欄に定める

分類及び第２欄の事業内容ごとに、第３欄に定める者（第４欄に定める者を除く）

のうち、次に掲げる要件を満たす者とする。 

(1) 県内に住所又は本拠地を有すること。 

(2) 事業を完遂する見込があり、将来とも継続的な活動が見込まれること。 

(3) 団体にあっては団体の意思を決定する体制が明らかであること。 

(4) 団体にあっては会計経理が明確であること。 

(5) 過去に本事業において、同じ部門であり、第３の２に示す類型が同じ取組

みを実施した者でないこと。 

 

第３ 事業の内容 

１ 本事業の事業内容は別表の第１欄に定める分類ごとに第２欄に定めるとおり

とし、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。 

(1) 農林水産業の振興と地域活性化に向けた取組みであること。 

(2) 地域資源（地域で生産される農産物、森林資源（特用林産物、木材等）、水

産資源、自然資源、郷土料理、伝統文化、生活文化、施設（宿泊施設、遊休

施設等）、農地等とする。）を活用した付加価値の創出や向上（生産性の向上

を含む）に結びつく取組みであること。 

(3) 事業実施主体にとって付加価値を創出する取組みであること。 

２ 別表第２欄に定める事業内容のうち、事業実施主体が取り組む内容に応じて、

次の２つの類型に区分する。 

(1) 事業検討型 「６次産業化の取組み」のうち(1)から(8)まで、「農林水産物

生産の取組み」のうち(1)及び(2)、又は「その他の取組み」のうち(1)から(3)

まで（以下「事業検討」という。）に取り組むもの 

(2) 機器等導入展開型 前号の事業内容に加えて、「６次産業化の取組み」の

(9)、「農林水産物生産の取組み」の(3)、又は「その他の取組み」の(4)（以

下「機器等導入」という。）に取り組むもの 

 

第４ 事業実施計画 

１ 本事業の実施を希望する者は、事業実施計画書（別記様式第１号）を作成し
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なければならない。 

２ 本事業のうち事業検討は２か年の継続実施も可能とする。その場合、初年度

に２か年の事業実施計画を作成するものとする。 

３ 本事業の実施を希望する者は、知事が別に定める日までに、１により作成し

た事業実施計画を別記様式第２号に添付し、活動拠点が所在する市町村長に提

出するものとする。 

４ ３により提出を受けた市町村長は、事業実施計画を精査のうえ、別記様式第

４号に事業実施計画書に対する意見書（別記様式第３号）を付して、知事に提

出するものとする。 

５ 機器等導入展開型の事業に取り組む者は、次の各号の区分に応じて指定する

様式により機器等導入・活用計画を作成しなければならない。 

(1) 別表第１欄に定める６次産業化の取組み及びその他の取組み  

別記様式第５号の１ 

(2) 別表第１欄に定める農林水産物生産の取組み  別記様式第５号の２ 

６ 機器等導入展開型の事業に取り組む者は、知事が別に定める日までに、５に

より作成した機器等導入・活用計画を別記様式第６号に添付し、知事に提出す

るものとする。 

 

第５ 事業実施計画の審査 

１ 知事は、事業実施計画並びに機器等導入・活用計画の内容を審査するため事

業実施計画審査会（以下「審査会」という。）を置くものとする。 

２ 知事は、必要と認めるときは、当該計画に関して市町村及び事業実施計画を

策定した者から意見を聴取するものとする。 

３ 審査会は、第４の４により提出された事業実施計画及び第４の６により提出

された機器等導入・活用計画について、次の各号に掲げる項目を審査するもの

とする。 

(1) 事業実施主体が、第２に掲げる要件について適正であるか。 

(2) 事業内容が、第３に掲げる要件について適正であるか。 

４ 知事は、３の結果を踏まえ、事業実施計画並びに機器等導入・活用計画の承

認について適否を決定し、別記様式第７号の１により事業実施計画を策定した

者に、別記様式第７号の２により市町村長に対し、その結果を通知するものと

する。 

 

第６ 事業の実施 

１ 事業実施主体は、第５の４により承認された事業実施計画に基づき、事業を

実施するものとする。 

２ 県は、事業実施主体が実施する事業の効果的な推進を図るため、関係市町村

とともに連携して必要な助言及び指導を行うものとする。 
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第７ 助成及び事業の着手 

１ 知事は、予算の範囲内において、第３の事業の実施に要する経費につき、別

に定めるところにより助成するものとする。 

２ ２か年の事業実施計画を策定した事業実施主体にあっては、１の別に定める

ところにより知事に年度ごとに助成に係る手続きを行うものとする。 

３ 事業の着手は、１の別に定めるところにより行う本事業に係る山形県補助金

等の適正化に関する規則（昭和 35 年８月県規則第 59 号）第６条の交付の決定

に基づき行うものとする。 

 

第８ 事業の評価報告 

１ 事業実施主体は、補助事業実施後の状況について、実施評価報告書（別記様

式第８号）により、補助事業を実施した最終年度の翌年度分から２年間評価報

告しなければならない。 

２ 前項の報告書は、実施評価報告書（別記様式第９号）により、毎年度、評価

を行った年度の翌年度の４月 30 日までに提出するものとする。 

３ 知事は、２により報告書の提出を受けたときは、第５の４により採択した事

業実施計画に照らして事業の達成度等の評価を行い、必要に応じ事業実施主体

を指導するものとする。 

 

第９ 関係書類の提出 

この要領に基づく書類の提出は、別に定めるものを除き、所管の総合支庁産業

経済部事業所管課に提出するものとする。 

 

第 10 その他 

本事業の実施につき必要な事項については、この要領に定めるもののほか、農

林水産部長が別に定める。 

 

 

附 則 

１ この要領は、平成 31 年４月８日から施行する。 

２ この要領の施行前に、山形県元気な６次産業化ステップアップ支援事業実施

要領（スモールビジネス創出支援事業）（平成 29 年３月 30 日付け農政第 1424

号。）の規定により平成 31 年度までの２か年事業として承認された事業実施計

画については、この要領の相当規定により事業検討型の事業として承認された

ものとみなす。 

 

附 則 

 この要領は、令和元年８月２７日から施行する。 
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附 則 

 この要領は、令和２年４月２０日から施行する。 

 

附 則 

 この要領は、令和２年９月２４日から施行する。 

 

附 則 

 この要領は、令和３年４月２７日から施行する。 
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別表 

第１欄 

（部門） 

第２欄 

（事業内容） 

第３欄 

（事業実施主体） 

第４欄 

（除外する者） 

６次産業

化の取組

み 

(1) 商品開発に向けた事

業プランづくり 

(2) 加工品・雑貨・小物の

試作 

(3) 食品等成分分析 

(4) 市場調査 

(5) 料理・体験メニュー

の開発 

(6) 加工商品等のデザイ

ンやパッケージの開発 

(7) 試作品等のブラッシ

ュアップや販売促進活

動 

(8) 地域活性化につなが

るイベントの企画開発

や試行 

(9) (1)～(8)の取組みに

必要な最低限度の機器

等の導入 

 

(1) ２人以上で組

織される団体・

組織（以下「団

体」という。）及

び個人。 

 

(1) 農業協同組合、森林

組合及び漁業協同組合

並びにこれらを含む団

体（以下「農協等」と

いう） 

(2) 農林水産業以外を主

業とする団体にあって

は、既に企業化され経

営として成り立ってい

る団体。 

 

農林水産

物生産の

取組み 

(1) 伝承作物などの導入

の検討・試行 

(2) 農林水産物の高付加

価値化（生産性の向上

を含む）のための生産

技術導入の検討・試行

（規模拡大を伴うもの

を含む） 

(3) (1)～(2)の取組みに

必要な最低限度の機器

等の導入 

(1) 農林漁業者、

森林所有者を主

たる構成員とす

る団体及び農林

漁業者、森林所

有者（法人を含

む。以下「農林漁

業 者 等 」 と い

う。） 

(1) 農協等 

(2) 主たる経営者１人当

たりの農業所得が概ね

300 万円以上の農林漁

業者等 

(3) (2)の者が過半を占

める団体 

(4) 農林水産業以外を主

業とする団体にあって

は、既に企業化され経

営として成り立ってい

る団体 

 

その他の

取組み 

(1) 木質バイオマス等を

利用した再生可能エネ

(1) ２人以上で組

織される団体及

(1) 農協等 

(2) 農林水産業以外を主
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ルギーの生産・活用な

どの検討・試行 

(2) 再生可能エネルギー

の循環の仕組みづくり

の検討・試行 

(3) その他、地域資源の

具体的な活用方法の検

討や商品等の開発・試

作など、目的達成のた

め知事が特に適当と認

める活動 

(4) (1)～(3)の取組みに

必要な最低限度の機器

等の導入（再生可能エ

ネルギー機器について

は、専ら特定の個人又

はグループが用いるも

のを除く） 

 

び個人。 

 

業とする団体にあって

は、既に企業化され経

営として成り立ってい

る団体 

 


